
包蔵地外

工事着工

（法第93条）
「土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書」

「別記」
「土地所有者の承諾書」
その他添付書類

遺跡なし

工事続行

開発事業計画から着工の流れ
埋蔵文化財は、文化財保護法に基づいて保護されます。

教育委員会への照会・事前相談

開発事業計画

発掘調査の実施 設計変更

埋蔵文化財包蔵地内またはその隣接地

埋蔵文化財発掘届の提出

試掘調査 慎重工事

工事着工後遺跡なし

立会調査

遺跡あり

発掘調査機関・調査経費について協議
協議書・契約書を締結

発掘調査(本調査)の協議

重要遺跡の発見

遺跡の保存

工　　事　　着　　工

←工事着工60日前までに提出

遺跡発見 遺跡なし

工事中断

(法第96条)
発見届の提出


